
２ 教育目標及び経営方針

・日本国憲法 ＜経営の基本理念＞ ＜児童・保護者・地域の実態＞
・教育基本法・学校教育法 子どもの発達段階に応じて、義務教 ・落ち着いた中に学習指導や生活指導がな
・第２期くまもと『夢への架け橋』教育プラン 育９年間の円滑な接続に配慮し、系統 されている。
・熊本県教育大綱 的、接続的な指導を展開する。 ・児童自ら気付き、考え、表現・行動する
・義務教育課取組の方向 力を伸ばす必要がある。
・人権教育取組の方向 ・保護者をはじめ地域の方々の教育に対
・社会教育課取組の方向 ＜教育目標＞ する理解と協力がある。
・体育保健課取組の方向 ・伝統的な活動が受け継がれ、学校と家
・特別支援教育取組の方向 庭と地域が一体となった活動が多い。
・玉名教育事務所教育指導の重点

・和水町教育ビジョン

具体的実践化の視点

命をだいじに、心をだいじに、人をだいじに、物をだいじに、時をだいじに、自然をだいじに

めざす学校像 めざす児童像 めざす教職員像

・子ども一人一人の瞳が輝く学校 〈校訓〉 教師の三意 ～熱意・創意・誠意～
・教育環境が整備され、美しく、潤いの あかるく なかよく たくましく
ある学校 〈こんな子どもに〉 ・使命感と情熱を持つ教職員

・温かい心の通い合う学校 ○ひとのためにつくす東っ子 ・研修に励み、実践力のある教職員
・地域とともにある学校 ○がんばりぬく東っ子 ・人間性豊かな教職員
・教職員にとって働きがいのある学校 ○しっかり学ぶ東っ子 ・保護者、地域から信頼される教職員

○こころ豊かな東っ子

学校経営の方針
(1) 閉校までの残り２年間を意識し、保護者、地域に信頼される公教育の充実を目指す。
(2)「子どもあっての学校」「地域あっての学校」を常に心に留め、子どもにとって良いことを全教職員が同じ
方向を向いて実践しながら、学校教育目標の具現化を目指す。

(3) 教育者としての基本的資質と専門性を有しながら、教育的愛情と信頼に満ちあふれた学校づくりを目指す。
(4) 児童一人一人を見つめ、基礎・基本の確実な定着を図るとともに、「認め、ほめ、励まし、伸ばす」教育の

実現を目指す。（一人一人の頑張りを「認め、ほめ、励まし」、一人一人を「伸ばす」）
(5) 子どもや保護者、地域の願いをしっかりと受け止め、地域とともにある学校を目指す。

○確かな学力の育成 ○豊かな心の育成 ○健やかな体づくり ○地域とともにある学校づくり

（１）授業の質を高める校内研修 （１）道徳教育の推進 （１）体力の向上 （１）地域とともにある学校
の推進 ◎「道徳」の時間の充実 ◎教科体育の充実 ◎熊本版 CSの推進

◎「わかる授業」の実践 ◎「熊本の心」や「つなぐ」 ○部活動の充実と適正化 ◎学校評価の充実と活用
◎検証改善ｻｲｸﾙの確実な実施 等の効果的な活用 （２）健康、安全指導の充実 （２）教育環境の整備と活用

（２）学習習慣の確立 （２）人権教育の推進 ◎危険予測能力の育成（手引 ◎校務改革による学校のスリ
◎主体的に考え、学び合う態 ◎自他を大切にする学校・ きの活用） ム化
度の育成 学級づくりの推進 ◎自ら健康の保持・増進を図 ◎環境にやさしい学校づくり

◎家庭学習の定着 （３）生徒指導の充実 る取組の充実 の推進
◎読書活動の推進 ◎いじめ、不登校、問題 （３）食に関する指導の充実 ◎適正な言語環境づくり

（３）個に応じた学習の充実 行動等の未然防止 ◎「食」に関する知識や実践 （３）保、小、中の連携強化
◎基礎学力の確実な定着 （４）体験活動の充実 的な態度の育成 ◎学びの連続性を踏まえた教
○複式学級における学習リー ◎地域人材との連携協力 ○家庭と連携した食育の充実 育活動の推進
ダーの育成 （５）相談体制の充実 （４）信頼される学校づくり

（４）特別支援教育の充実 ◎教育相談活動の充実 ◎不祥事防止にむけた取組の
◎一人一人の教育的ニーズを 充実
踏まえた指導の充実

◯関わり合いを通して、主体的に行動できる力の育成（気づき、考え、行動する）

あいさつ運動の推進 環境教育の推進 ボランティア活動等の推進 キャリア教育の推進 言語活動の場の設定

夢を抱き、きずなを深め、未来
を拓く生きる力を身につけた児
童の育成


